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板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画 2026 の基本方針について 

 

１ 計画策定の趣旨 

「板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画 2023」の計画期間が令和５（2023）年度末

で終了することに伴い、厚生労働大臣が定める基本指針等に基づき、令和６（2024）年度か
ら令和８（2026）年度までを計画期間とする「板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画 2026」
を策定する。 

本計画では、ポストコロナ時代における高齢者の社会生活の変化を踏まえるとともに、団
塊世代の全てが後期高齢者となり、地域包括ケアシステムの構築の目途とされる令和７
（2025）年及び生産年齢人口の減少が見込まれる令和 22（2040）年の状況を引き続き見据

えながら、⾧期的な視点に立ち、持続可能な介護保険制度の構築と、地域包括ケアシステム
を具現化する「板橋区版ＡＩＰ」の更なる推進を図っていく。 

 

２ 計画の位置付け 

  高齢者保健福祉計画は、老人福祉法第 20 条の８の規定に基づく「市町村老人福祉計画」
に相当し、介護保険法第 117 条に基づき３年を１期として定めることとされている「市町村

介護保険事業計画」と一体的な計画として策定するものである。 
本計画では、「板橋区基本構想」がめざす福祉・介護、健康分野のビジョンや「いたばし№

１実現プラン 2025」に掲げる（１）SDGs 戦略、（２）DX 戦略、（３）ブランド戦略 の３

つを柱とする重点戦略ビジョンを踏まえつつ、福祉分野の上位計画である「板橋区地域保健
福祉計画」が掲げる地域共生社会の実現を念頭に置きながら、関連する個別計画との整合を
図られるよう策定していく。 

 
【高齢者保健福祉計画と介護保険事業計画の関係図】 

 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 
 
 高齢者保健福祉施策についての計画 
 根拠法令:老人福祉法 
 対 象 者:高齢者（原則として 65 歳以上） 

 

 

 

 

介護保険事業を円滑に運営するための計画 
根拠法令:介護保険法 
対 象 者:第１号被保険者（65 歳以上） 

       第２号被保険者（40～64 歳） 

介護保険事業計画 高齢者保健福祉計画 
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【他の計画との関係図】 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

３ 計画期間 

  本計画では令和６（2024）年度から令和８（2026）年度までの３年間を計画期間とする。 
なお、計画策定にあたっては、生産年齢人口の減少と高齢化の進展に伴う介護ニーズの増大
が見込まれる令和 22（2040）年の状況や次期基本計画などの中⾧期的な視点も見据えたも

のとする。 
 

４年度 
(2022) 

５年度 
(2023) 

６年度 
(2024) 

７年度 
(2025) 

８年度 
(2026) 

９年度 
(2027) 

10 年度 
(2028) 

11 年度 
(2029) 

12 年度 
(2030) 

         

 

医療・介護総合確保 
基 本 指 針 

厚生労働大臣が 
定める基本指針 

東京都高齢者 
保健福祉計画 

いたばし健康プラン 

板橋区次世代育成 
推 進 行 動 計 画 

板橋区ユニバーサル 
デザイン推進計画 

板橋区 障 が い 者 計 画 
   障がい福祉計画 
   障がい児福祉計画 

板橋区基本構想 

板橋区基本計画 2025 

 
実現プラン

2025 

板 橋 区 地 域 
 

板橋区高齢者保健福祉・ 
介護保険事業計画 2026 

〈国、都の方針・計画等〉 〈福祉分野関連の個別計画〉 

連携 

連携 整合 

・ 
・ 
・ 

整合 

整合 
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４ 基本的な視点 

 〇「いたばし No.１実現プラン 2025」のポストコロナ時代における「新たな日常」の視点を

取り入れると共に、次期基本計画を見据えた戦略展開と整合を図り、施策の充実を図る。 
 〇「板橋区版ＡＩＰ」の更なる深化・推進を図る観点から、高齢者の保健事業と介護予防の

一体的実施や、医療・介護連携、認知症施策の推進、地域の支え合い活動の充実のための

地域づくりの取組等の各施策の充実を図る。 
〇持続可能な介護保険制度の構築を図るため、介護人材の確保、介護現場の負担軽減に係る

支援・施策を総合的に推進していく。 

 
５ 検討組織 

（１）庁内検討組織 
関係所管で構成する「板橋区高齢者保健福祉・介護保険制度推進本部幹事会」において、

検討を進め、区⾧を本部⾧とする「板橋区高齢者保健福祉・介護保険制度推進本部（庁議）」
において、決定する。 

（２）外部検討組織 

学識経験者や保健医療・社会福祉関係者、介護保険事業者、区民公募委員等から構成され
る「板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画委員会」と、より専門的かつ具体的な検討又
は調査・分析を行うために設置する「介護基盤検討部会」、「地域包括ケアシステム検討部

会」、介護保険法に定める区内の地域密着型サービスの適正な整備及び運営確保を目的とす
る「地域密着型サービス運営委員会」において、意見聴取し、計画に反映する。 

【検討体制図】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

６ 区民意向の反映 

令和４年度に、高齢者の生活実態や介護サービス等の利用状況、区内介護サービス事業者
の経営・人材確保等の状況を把握するため「介護保険ニーズ調査」を実施した。計画策定の

基礎資料として、課題整理や施策検討に活用する。 
また、令和５年 11 月頃に計画素案のパブリックコメントを実施予定である。 

介護基盤検討部会 
システム検討部会 

地域密着型サービス運営委員会 

板橋区高齢者保健福祉・介護保険制度推進本部 

庁議（経営戦略会議）

板橋区高齢者保健福祉・ 

介護保険制度推進本部幹事会

板橋区高齢者保健福祉・ 

介護保険事業計画委員会
課題提起・提言 

地域包括ケア 

意見聴取 

外部検討組織 庁内検討組織
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７ 策定までの流れ 

 

 

 

※推進本部＝高齢者保健福祉・介護保険制度推進本部 

８月

７月 

９月 

１０月 

１月 

１１月 

１２月 

２月 

３月 

外部検討組織 庁内検討組織 区 議 会 

健康福祉委員会 

令和 5 年度

板橋区高齢者保健福祉・介護保険事業計画 2026

2023 

原案 
 原案・ 
条例改正 

（保険料の設定） 

原案 

推進本部幹事会（１月上旬） 

パブリックコメント 
11 月中～下旬（予定） 

推進本部幹事会（10 月上旬） 

素案 

推進本部 （庁議）(10 月下旬) 

素案 

11/8 

健康福祉委員会 

素案 

高齢者保健福祉・ 
介護保険事業計画委員会 

（1０月中旬） 

素案 

高齢者保健福祉・ 
介護保険事業計画委員会 

（７月中旬） 

中間のまとめ 
（第 8 期の振り返り） 

推進本部幹事会（7 月上旬） 

1/26 

推進本部（庁議）(７月下旬) 

健康福祉委員会 

8/23 

6 月

推進本部幹事会（4/24） 

基 本 方 針 
高齢者保健福祉・ 

介護保険事業計画委員会 
(4/28) 

基 本 方 針 5 月 

4 月

推進本部（庁議）（5/16) 

基 本 方 針 

健康福祉委員会 

6/12 
基 本 方 針 

高齢者保健福祉・ 
介護保険事業計画委員会 

（１月中旬） 

2/15 
推進本部 （庁議）(１月下旬) 

原案 

中間のまとめ 
（第 8 期の振り返り） 

中間のまとめ 

(第 8 期の振り返り) 

中間のまとめ 
（第 8 期の振り返り） 
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